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（はじめに） 

この度は、岡山県男性育児休業取得促進奨励金をご利用いただきまして、ありがとうございます。 

奨励金の申請は、特設サイトからの電子申請のみとなっております。申請をされる方は本マニュアル

の各ステップをご参照いただき、お手続き下さい。 

また、申請をされる前に、申請要領、支給要綱等を必ずご確認下さいますようお願いいたします。 

 

申請要綱、支給要綱等は、トップページ中段「各種資料ダウンロード」にあります （該当クリック）

 

 

① 令和６年度に奨励金の申請を行った企業等も、新たに申請者情報を入力していただく 

必要があります。（昨年度のマイページにはログインできません。） 

②WEBサイトを閲覧するソフトウエア（ブラウザ）は最新版への更新を推奨します 

③自動送信されるメールが設定環境により「迷惑メール」等に振り分けられる場合があります。 

④ご担当者の変更などマイページ登録後の修正・変更等は事務局にお問い合わせ下さい。 

⑤２回目の申請は、マイページから申請します。（再度の登録は不要です） 

⑥ネット環境等で申請できない場合は、事務局までご相談下さい。 

 

★全体の流れ 

 

 

 

 

HP で要綱等
確認 

（ステップ１） 

応募フォーム 

から申請者登録 

事務局で受付
内容の審査 

（ステップ２） 

マイページ 

から対象者登録 

（ステップ１）：申請者（企業・団体）の登録を WEB 申請フォームから行います。 

その後にマイページのご案内がメールで送られてきます。 

（ステップ２）：マイページから対象者（育児休業を取られた従業員）情報の登録を行います。 

受付内容を審査し、不備等がすべてクリアされたら奨励金の決定・給付となります。 

但し、決定・給付において最終確認がございますので予めご了承下さい。 

★特設サイトからの電子申請についてご注意いただく点 
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＜ステップ１＞申請者登録 

（１）「申し込みの流れ」をチェック 

 
 

 

（２）WEB申請に必要な書類をダウンロードして記入（ダウンロードはこちらをクリック） 

 

申請に必要な様式（下記）をダウンロードして、事前にご準備下さい。 

 
※ 岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書（様式第 1 号） 

※ 誓約書（暴排条例法人用・個人用） 

 

 

 

 

 

 



 

 3 / 19 

 

（３）申請者の登録（申請者とは企業・団体） 

※各項目の下に注意事項を記載していますので、必ず確認の上、入力を行ってください。 

 

① WEB申請フォームから必須項目を入力（登録は事業主単位  ※支店・岡山工場等ではありません） 

※郵便番号、法人番号、電子メールアドレス、電話番号、ログインパスワードは半角で入力

 

   

 

 

（４）雇用環境整備に関する登録（２つ以上） 

 

※取組に関しては２つ以上選択（「実施あり」に☑）し、具体的な取組内容を項目ごとに必ず記載して下さい。 

※通知郵送先を本社以外にする場合はここをチェックして 

ください。入力フォームが展開されます。 

※必須。内容を確認いただきチェックをお願いします。 
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（５）添付書類をアップロード（事前に PDF等をご準備下さい） 

※「商業・法人登記」及び「県徴収金の滞納がないことの証明書」は直近３カ月以内のものをご用意ください 

 

 

 

 

（６）銀行情報登録 

※振込先口座を確認できる書類は、通帳コピー（表紙・中表紙とも必要）、小切手帳（当座預金の場合）を 

アップロード（添付）して下さい。 

 

  

※アドバンス認定済企業等

の特別加算に該当する書

類があれば添付 

※事務局から依頼がある場合のみ 

添付 

 

※昨年度の申請から企業情報に変更がない場合、該当する添付資料を省くことが可能です。 

※添付ファイルはわかりやすい 

名前を付けてください。 
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（７）WEB申請内容の確認、 

 

① 個人情報保護方針を最後まで確認し、チェックを入れて、「確認画面へ」をクリック 

 

 

② WEB申請した内容の確認画面に変わります。（エラーがあれば修正してください） 

画面スクロールして内容に問題が無ければ「送信する」をクリック（修正の場合は「修正に戻る」）。 
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③ WEB申請完了の確認画面が表示されます 

※この時点では、申請者登録が完了している状態です。奨励金の対象者申請は、マイページより 

対象者情報等を入力して下さい。（マイページの操作・入力は次ページ以降を参照） 

 

 

④WEB登録メールが届きます（登録したメールアドレスに自動で送信されます） 

  ※受信者のセキュリティー設定等により「迷惑メール」に振り分けられることがあります。 

 

 

    

 ※メール文中の内容はイメージです 



 

 7 / 19 

 

＜ステップ２＞対象者（育児休業を取った従業員）情報の登録 

① マイページへログイン 

 

 

 
 

 

 

STEP1（３）申請者の登録で入力した 

メールアドレスとパスワードを入力します 

「確認コードを送る」をクリックしてください。登

録したメールアドレスへメールが送信されま

す。 

メールに記載された 6 桁の数字を入力してく

ださい。（確認コードは毎回更新されます） 
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② 対象者の登録 

 

 

 

 

 

最初の部分には申請者情報が表示されます。 
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※各項目の下に注意事項を記載していますので、必ず確認の上、入力を行ってください。 

 

日付はカレンダーから選択 奨励金の支給申請日 
（様式第１号と同日） 

タブ選択 

必須。確認のうえチェック 

 

  

育児休業中に一時就労した日数、有

給休暇等を取得した場合、その日数を

記入して下さい。無い場合は０です。 
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   ③申請確認メールが届きます（登録したメールアドレスに自動で送信されます）

 

                         ※メール文中の内容はイメージです 

該当箇所を選択。同僚応援、代替要員を選択した場

合、追加情報入力の画面が展開されます。 

対象者の入力とファイル添付が完了したら「登

録」をクリック。 

 

 

 

。 

 

登録を保留する場合は 

「更新・修正のみ」をクリック。 

 

 

。 
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「お問い合わせ」 

岡山県男性育児休業取得促進奨励金受付事務局 

（岡山県中小企業団体中央会） 

TEL：086-224-2245㈹ ＜受付＞ 月～金 9:00～12:00・13:00～17:00／土･日･祝､年末･年始休業 

E-mail  kosodate@okachu.or.jp 

・申請確認メールが届いた時点で、対象者登録が完了し、 

申請が仮受付された状態です。 

 
・申請内容を事務局で確認し内容に不備等がある場合は、 

追加資料のご提出や申請の差し戻しとなる場合がございます。 
 

・申請の受付状況はマイページで確認できますので 
申請後もマイページで状況をご確認ください。 

 

受付内容を審査し、不備等がすべてクリアされたら奨励金の決定・給付となります。

 

但し、決定・給付において最終確認がございますので予めご了承下さい。 

http://#
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＜参考資料等＞ 電子申請に必要な、必須資料等のイメージ画像集 

（就業規則など申請者単位で異なる資料等は任意書式・様式で構いません） 
 

○商業登記簿謄本 ※直近３カ月以内のもの 
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○個人事業の開業届 
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○令和 7年度経営層向けセミナー受講証明書（参加者に配布）  
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○おかやま子育て応援宣言登録証（岡山県交付） 
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○岡山県税完納証明（納税証明書） ※直近３カ月以内のもの 

 

 

 

  ※岡山県の各県民局及び地域事務局の窓口申請のほか、電子申請が可能となっております。 

申請に間に合うよう、お早めにご準備ください。 

 

＜申請場所などの詳細＞ 

 

     岡山県ホームページ  https://www.pref.okayama.jp/page/347443.html 
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○アドバンス企業認定証 
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○様式第１号（第５条関係） 
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＜参考資料等＞ 男性育児休業取得促進奨励金 申請内容セルフチェックリスト 

（申請の際にはこちらのチェックリストをご活用ください。） 
★赤字は特に重要ですので、申請前によくご確認ください。 

 

申請内容 ﾁｪｯｸ

① 企業情報は、添付の登記簿謄本と一致しているか ☐
② 申請者が法人の場合、法人番号と法人名が一致しているか（個人は「0」を記入） ☐
③ 役職及び代表者名は、添付の登記簿謄本と一致しているか ☐
④ 申請者が個人の場合、申請者と個人との関係が確認できるか ☐

取組内容 ①
育児・介護休業法22条第１項に定める雇用環境整備に関する措置（ア）～（エ）のうち２つ以上を選択し、取

組内容を記載しているか
☐

①
法人/商業･法人登記の写し､個人/開業届けの写しが添付されているか

　※マニュアル様式参照（商業・法人登記の写しは発行から３ヵ月以内のもの）
☐

② 令和７年度セミナーの受講証が添付されているか ☐

③
おかやま子育て応援宣言の内容に、育児休業の取得促進に関する内容を含んでいるか（育児休業に関する記載

がないと変更登録が必要）
☐

④
就業規則・育児休業に関する規定が添付されているか

　※規則等に会社名が記入されていること
☐

⑤
暴力団排除に係る誓約書（法人用・個人用）が添付されているか

　※令和７年度に作成したもので、署名が登記簿謄本と一致しているか
☐

⑥
県税の完納証明が添付されているか

　※マニュアル様式参照（発行から３ヵ月以内のもの）
☐

⑦
アドバンス企業等の特別加算に関する認定証は添付されているか

　※認定がない場合は省略（添付不要）
☐

⑧

誤って育休取得者に関する資料（様式１や育休取得申出書など）を添付していないか

　※育休取得者に関する情報は、マイページから追加してください。その他の必要書類は受付事務局から

　　要請された場合のみ添付してください（通常申請時は不要）

☐

① 銀行コード・支店コードが一致しているか（HPで検索確認） ☐

②
振込口座を確認できる書類が添付されているか

　※普通預金は表紙・中表紙共に提出、当座預金は小切手帳等
☐

① 対象従業員は、県内の就業場所で育休から復帰しているか ☐
② 対象従業員は、申請日時点で県内の就業場所に勤務しているか ☐
③ 育児休業期間が所定日数（14日以上１ヵ月未満、１ヵ月以上）を満たしているか ☐

④
支給対象額が申請・対象となる育児休業取得期間と合致しているか

　例）14日以上＝10万円、1ヵ月以上＝20万円など（アドバンス企業等の特別加算を要確認）
☐

⑤ 一時就労日や有給休暇など、育児休業とならない日数は、出勤簿、タイムカード等の実績と一致しているか。 ☐
⑥ 様式第１号は令和７年度版を使用しているか。申請事業主は登記簿謄本と一致しているか ☐
⑦ 申請書兼実績報告書（様式１）は申請者情報に入力した内容と一致しているか ☐

⑧ 従業員から提出された育児休業申出書の申請者が対象者と一致しており、申請期間が一致しているか ☐

⑨
育児休業の変更申請書（変更がある場合のみ）が添付されており、申請期間が一致しているか。

　※変更がある場合に限定（ない場合は省略）
☐

⑩ 母子健康手帳、住民票の個人番号はマスキング処理されているか。マスキングは透けていないか。 ☐

⑪
出勤簿、タイムカード等の写しが添付されており、申請期間（分割や部分出勤等に注意）と出勤状態が一致し

ているか（育児休業とわかるように明記されているか）復帰した日がわかる出勤簿が添付されているか
☐

⑫

以下に該当する場合は、その他の添付書類を添付しているか。

①他の法人へ出向又は派遣中に育休を取得している場合

　→　「労働者派遣契約書」又は「出向契約書」

②育児休業申出書と出勤簿等の日数が一致していない場合

　→　ハローワークが発行する「育児休業給付金支給決定通知書」

③旧姓使用等により、書類によって育休取得者の氏名が異なっている場合

　→　「旧姓使用申請書」や「旧姓使用について事業主が証明する誓約書（任意様式）」

☐

① 同僚応援手当加算が選択されているか（代替要員雇用加算と重複がないか） ☐
② 補助単価の上限（通常10万円･アドバンス加算15万円）が正しく選択・記載されているか。 ☐
③ 県の奨励金申請額は、支給対象額から国の申請額（予定額）を差し引いて記載されているか。 ☐

① 補助単価（通常10万円･アドバンス加算15万円）が正しく選択・記載されているか。 ☐

② 代替要員の勤務を要する日（週休日以外の日数）が30日当たり17日以上となっているか ☐

対象者情報

同僚応援手当加算

（該当する場合のみ）

代替要員雇用加算

（該当する場合のみ）

確認事項

申請者情報の登録

企業情報

添付書類

銀行情報

対象者の入力（マイページから）


